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（網構成） 

第 119 条 当社網と直接協定事業者網間の回線網の構成は次のとおりとします。 

（１)  ＩＰ通信網間接続装置と直接協定事業者の電気通信設備との接続は、本則の相互接続点の設置場所

に定める相互接続点単位に行うものとします。 

（２） 複数の相互接続点を介した冗長構成を可能とします。 

２ 当社網と直接協定事業者網間の信号網構成は次のとおりとします。 

（１)  直接協定事業者網に設置するＳＩＰサーバは、トランザクションの状態（ステート）管理を行い、

ＳＩＰメッセージの中継を実施するステートフルプロキシとします。 

（２) C プレーンと U プレーンは同一相互接続点にて疎通することとします。１つの相互接続点を通して、

C プレーン終端点を１対１に対向することによりＳＩＰ信号ルートを設定します。なお、1 つの相互接

続点を通して、C プレーンは２ルートとし、U プレーンは２ルート以上とします。U プレーン終端点は

C プレーン終端点とは独立にセッション設定時に決定します。 

（３） 発側網は、対向する２つの C プレーン終端点に対してＳＩＰダイアログを振り分けて確立すること

とします。 

（接続方式） 

第 120 条 当社網と直接協定事業者網間で使用する接続方式は次のとおりとします。 

（１） 当社網と直接協定事業者網間で使用する電気通信番号は第５条（接続方式）第３項(１)の規定を準

用します。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間で使用する信号方式は技術的条件集別表 36 に示すとおりとします。 

（輻輳制御方式） 

第 121 条 輻輳制御における災害時優先通信の取り扱いは次のとおりとします。 

（１） 本則の優先的に扱う通信の識別における優先信号とは INVITE リクエストの P-Asserted-Identity ヘ

ッダに記述される URI に付与される cpc パラメータに「priority」を設定した信号をいいます。 

（２） 当社網と直接協定事業者網間での災害時優先通信の疎通を確保するため、当社網は優先信号に基づ

く輻輳制御を行うことができます。 

２ 輻輳制御方式は技術的条件集別表 36 に示すとおりとします。 

（伝送装置間インタフェース仕様） 

第 122 条 伝送装置間インタフェース仕様は技術的条件集別表 34 に示すとおりとします。 

（ＩＰトランスポート仕様） 

第 123 条 ＩＰトランスポート仕様は技術的条件集別表 35 に示すとおりとします。 

（その他接続に必要な事項） 

第 124 条 コーデック種別、対向ＳＩＰサーバＩＰアドレス等の、その他の接続に必要な事項や保守運用に係

る具体的事項については、当社と直接協定事業者間の協議にて決定することとします。なお、サービス・

制御・運用に必要なパケット以外は当社装置にて受信時に廃棄することとし、当社装置及び、直接協定

事業者装置から必要なパケット以外は原則相手網へ送出しないこととします。 


